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訓
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○
労
働
金
庫
検
査
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を
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す
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訓
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労
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○
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(
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)
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測
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の
終
了

(
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…

�

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

都
市
計
画
課)

…

�

公

告

○
県
庁
舎
等
清
掃
作
業
の
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

(

総
務
学
事
課)

…

�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
住
宅
課)

…

�

公
安
委
員
会

○
運
転
免
許
取
得
者
教
育
認
定
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
変
更
の
届
出

(

運
転
免
許
課)

…

�

正

誤

○
平
成
十
六
年
一
月
二
十
六
日
定
例
告
示
中

(

林

政

課)

…

�

○
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
号
外
第
三
十
七
号
教
育
委
員
会
中

(

教

育

庁

職
員
福
利
課)

…

�

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
号

庁

中

一

般

労
働
金
庫
検
査
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

労
働
金
庫
検
査
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

労
働
金
庫
検
査
規
程

(

昭
和
二
十
九
年
七
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
二
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
七
十
一
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
七
十
二
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
十
四
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十

七
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
十
五
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二

十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
十
六
号

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

青 森 県 報平成16年２月12日 木曜日 第2287号 �

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

ひ
が
し
調
剤
薬
局

お
か
じ
ま
調
剤
薬

局
は
ま
な
す
店

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
里
ノ
沢
一
の
六
〇
四

青
森
市
は
ま
な
す
二
丁
目
一
七
の
二
六

平
成
��

･

��･

��

��･

�･

��

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年

月

日

本
宮
診
療
所

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
高
屋
字
本
宮
四
八
〇
の
四

平
成
��･

��･

��

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

田
子
町
国
民
健
康

保
険
田
子
病
院

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
前
田
二
の
一

七

平
成
十
九
年
二
月
十
三
日

南
部
病
院

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田
面
字
千
刈
三
六

の
二

〃
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次
の
と
お
り
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
十
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年
一
月
十
三
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	�
� �� 第2287号�

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�



�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�

 
!
"
#
$

%
&
'
!

(
)
*
+
,
-
.

/
0
1
2
�
3

�
�
4
5

6
�
�

7
8
9
:
;

4
5
<
=
>

?
@
A

@
A
*
B
C
�
D

2
E
F
2
G

H
I��J

�J

�

� �

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24―
7

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
セ
レ
ク
ト
17

15.12
17.5

6.1
4.46

0.59
2.9

13.4
―

―
―

―
2,850

12.3

く
み
あ
い
配
合
飼
料

成
鶏
用
エ
ッ
グ
粒
粉
16

16.
1
16.5

4.3
3.74

0.60
2.9

11.7
―

―
―

―
2,810

12.8

く
み
あ
い
配
合
飼
料

若
豚
仕
上
げ
Ｃ

15.12
15.5

3.0
0.61

0.45
2.9

4.1
―

―
―

77.1
―

14.0

く
み
あ
い
配
合
飼
料

若
豚
育
成
Ｂ
マ
ッ
シ
ュ
80

15.12
18.1

4.6
0.77

0.52
2.6

4.6
―

―
―

80.0
―

13.4

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
ア
ク
テ
ィ
ブ
Ａ

15.12
19.0

4.8
0.86

0.59
2.0

4.8
―

―
―

81.0
―

12.2

注
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
､
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析
結
果
を
示
し
､
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
｡
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青
森
県
告
示
第
七
十
八
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
東
北
町
字
清
水
目
深
山
一
の
一

(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
東
北
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
七
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
向
字
堀
田
沢
二
九
、
六
六

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
堀
田
沢
六
六

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
南
部
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
八
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
赤
坂
一
〇
五
の
一
九
、
一
〇
六
の
二
、
一
〇
六
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

青
森
県
告
示
第
八
十
一
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
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(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(
日
本
列
島
精
密
測
地
網
高
精
度
三
次
元
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
一
月
二
十
三
日
ま
で

三

作
業
地
域

青
森
市

八
戸
市

五
所
川
原
市

十
和
田
市

三
沢
市

む
つ
市

東
津
軽
郡
平
内
町
、
蟹
田
町
、
今
別
町
、
�
田
村
、
平
舘
村
、
三
�
村

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
、
深
浦
町
、
森
田
村
、
岩
崎
村
、
柏
村

南
津
軽
郡
浪
岡
町

北
津
軽
郡
金
木
町
、
中
里
町

上
北
郡
野
辺
地
町
、
七
戸
町
、
百
石
町
、
横
浜
町
、
東
北
町
、
天
間
林
村
、
六
ケ
所
村

下
北
郡
東
通
村

三
戸
郡
三
戸
町
、
五
戸
町
、
名
川
町
、
南
部
町
、
階
上
町

青
森
県
告
示
第
八
十
二
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
黒
石
都
市

計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
十
六
年
二
月
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

黒
石
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

黒
石
都
市
計
画
公
園
事
業

(

六
・
五
・
一
号
黒
石
運
動
公
園)

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
六
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し

公

告

県
庁
舎
等
清
掃
作
業
の
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
作
業
の
委
託

１

作
業
名

県
庁
舎
等
清
掃
作
業

２

作
業
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

作
業
期
間

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

作
業
場
所

青
森
県
庁
舎

(

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一
、
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇)

ほ
か

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

青 森 県 報������	�
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又
は
平
成
十
六
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
五
十
五
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の
一
の
規
定
に
よ
り
清
掃
作
業
の
委
託
の
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ

る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号)

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
号
の
事
業
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
こ
と
。

三

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先青

森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
務
部
総
務
学
事
課
施
設
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
九
五

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
四
日

午
後
五
時

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
南
棟

一
階

経
理
課
入
札
室

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時

四

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

五

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

平
成
十
六
年
四
月
一
日

六

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約

の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
し
た

他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

七

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
必
要
な
証
明
書
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
県

総
務
部
総
務
学
事
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
証

明
書
の
内
容
に
関
す
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

４

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５

入
札
手
続
の
停
止
等

平
成
十
六
年
度
青
森
県
一
般
会
計
予
算
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
本
件
入
札
の
手
続
に
つ
い

て
停
止
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
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開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
号

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
機
関
、
正
部
家
産
業
有
限
会
社
八
戸

ラ
イ
セ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
十
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青 森 県 報������	�
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及

び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
東
十
五
番
町
一
四
六
の
一
、
一
四

六
の
三
及
び
一
四
六
の
一
七
か
ら
一
四
六
の

二
〇
ま
で

十
和
田
市
東
十
三
番
町
一
七
の
四

有
限
会
社
シ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ム

変
更
事
項

変

更

後

変

更

前

運
転
免
許
取
得
者

教
育
認
定
機
関
の

代
表
者
の
氏
名

正
部
家
産
業
有
限
会
社
八
戸
ラ
イ

セ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
正
部
家

佑
介

正
部
家
産
業
有
限
会
社
八
戸
ラ
イ

セ
ン
ス
ス
ク
ー
ル
正
部
家

敏
浩

� �
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正

誤

林

政

課

教
育
庁
職
員
福
利
課
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平
成
��

･

�･

��

第
二
二
八
〇
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示

区

分

第
四
〇
号

第
三
九
号

番

号

� �

ペ
ー
ジ

下 上 段

�� �� ��

後
ろ
か

ら

�

後
ろ
か

ら

��

後
ろ
か

ら

��

行

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

誤

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

削

除

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

削

除

正

平
成
��･

�･

��

号
外
第
三
七
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

教
育
委
員

会
訓
令
甲

区

分

第
八
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

上 段

�

行

地
方
公
務
員
災
害
保
償
基
金

誤

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金

正
(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


